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第１章 計画の基本的な考え方 

第１節 計画策定の趣旨 

  本市では、2011（H23）年 4月に施行した「須賀川市食料・農業・農村基本条例」

に基づき、2012（H24）年度に「須賀川市食料・農業・農村基本計画」を策定し、農

産物の生産性の向上と農業所得の増大を図るため、恵まれた自然環境や地域特性を

生かし、水稲、野菜、果樹、花き、畜産を基幹農産物として、自然環境の保全、良

好な景観の形成を図りながら、首都圏の大消費地に近接した地理的優位性、さらに

は、福島空港や東北縦貫自動車道などの高速交通体系の利便性などの特性を生かし、

持続可能な農業の確立を目標に諸施策を講じてきました。 

近年、農業及び農村を取り巻く環境は、農業従事者の減少や高齢化、遊休農地の

増加、農業資材の高騰、気候変動による異常気象の頻発化などに加え、食の安全・

安心の関心の高まりや、ニーズの多様化など、著しく変化してきています。 

国は食料安全保障の確保や農業の持続的な発展等を図るため、2024（R6）年 6月

に食料・農業・農村基本法を改正し、改正法に基づく新たな食料・農業・農村基本

計画が 2025（R7）年 4月に閣議決定しました。これを受け、本市においても新たに

「須賀川市食料・農業・農村基本計画 2026」を策定しました。 
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第２節 計画の位置づけ 

本計画は、2022（R4）年度に策定した須賀川市第 9次総合計画「須賀川市まちづ

くりビジョン 2023」を上位計画とし、須賀川市食料・農業・農村基本条例（第 9条）

に定める基本計画として、農業に関する各種計画の上位計画に位置づけます。 

 

 

 

 

第３節 計画の期間 

本計画は、本市の最上位計画である第 9次総合計画及び次期総合計画である第 10

次総合計画と整合性を図るため、次期総合計画の終期に合わせ、2026（R8）年度か

ら 2032（R14）年度までの 7年間を計画期間とします。 

 

      年度 

計画名 

2026 

（R8） 

2027 

（R9） 

2028 

（R10） 

2029 

（R11） 

2030 

（R12） 

2031 

（R13） 

2032 

（R14） 

食料･農業･農村 

基本計画 

       

総合計画 

       

 

  

【国】
食料・農業・農村基本計画

【県】
福島県農林水産業振興計画

須賀川市食料・農業・農村基本計画2026

須賀川市第9次総合計画
「須賀川市まちづくり

ビジョン2023」

須賀川市食料・農業・農村
基本条例

【国】
食料・農業・農村基本法

第 9 次総合計画 

R5 年度 ～ R9 年度 

R8 年度 ～ R14 年度 

第 10 次総合計画 

R10 年度 ～ R14 年度 
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第４節 ＳＤＧｓの推進 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、経済・社会・環境の三側面における持続可

能な開発を総合的な取り組みとして推進し、「誰一人取り残さない」持続可能で多

様性と包摂性のある社会を目指す国際社会の共通目標です。 

須賀川市第 9 次総合計画では、各政策・施策をＳＤＧｓの定める 17 の目標と関

連付けることにより、一体的なまちづくりを進めていることから、本計画において

も、各施策で掲げた目標の実現に向け、ＳＤＧｓの考え方に基づき取り組んでいき

ます。 
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第２章 本市の特性と食料・農業・農村の現状 

第１節 本市の特性 

  本市は、福島県のほぼ中央に位置し、人口 71,645 人(2025(R7).4.1 現在)、東西

37.9 ㎞、南北に 16.5 ㎞で面積は、279.43 ㎢、東西に扁平な形状をなしています。 

西に那須連峰、東に阿武隈高地の山並みを望み、奥羽山系から中央部へ合流しな

がら阿武隈川に注ぎ込む江花川や釈迦堂川・滑川などがゆったりと流れ、その流れ

に沿って肥沃な大地が広がっています。 

気候は、奥羽山系の影響を強く受ける西部は、日本内陸型に属し気温の較差が大

きいものの、総体的には関東に近く、一年を通じて比較的温和で平均気温は 13℃前

後と、年間を通じてほどよい降水量があり、降雪も少なく、とても住みやすい気象

条件です。 

また、東北縦貫自動車道や国道 4号、ＪＲ東北本線や東北新幹線などにより首都

圏や仙台圏へのアクセスが容易であり、さらに、福島県の空の玄関口である福島空

港を有するなど県内で最も高速交通体系に恵まれた立地環境にあります。 

 

第２節 本市における食料・農業・農村の現状 

本市の農業は、自然環境や地域特性など恵まれた立地条件を活用し、水稲、野菜、

果樹、花き、畜産を基幹作物に生産規模の拡大や施設園芸等の輪作体系を確立する

など経営の合理化を図りながら収益性の高い農業を展開してきたところです。 

水稲は、良食味の米を生産し、野菜生産については、昭和 30 年代から夏秋きゅ

うりを中心として産地化が進み、1966（S41）年には｢夏秋きゅうり｣、1980（S55）

年には「夏秋トマト」、1993（H5）年には「冬春きゅうり」、2010（H22）年には「夏

秋なす」、2026（R8）年には「春ブロッコリー」と「夏秋ブロッコリー」が野菜の指

定産地となっています。 

特にきゅうりは、「岩瀬きゅうり」のブランド名で全国に名を馳せ、有数の一大産

地となっています。また、ナシ等の果樹生産も盛んに行われています。 

このように、地域の特性を生かした農業を展開してきましたが、農業を取り巻く

情勢は大きく変化し、本市においても基幹的農業従事者の減少や高齢化、販売農家

の減少が進むなど、深刻な担い手不足により、農業生産構造のぜい弱化が進んでい

ます。さらに農業の担い手不足は、遊休農地を増加させる要因にもなっています。 
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１ 基幹的農業従事者 

基幹的農業従事者数は 2010（H22）年以降減少しており、2020（R2）は 10 年前と

比較し、1,066 人、24.0％減少しています。 

また、65 歳以上の割合いわゆる「高齢化率」については、10 年前と比べて 17.0

ポイント増加しているなど本市農業従事者の高齢化が進んでいます。 

 

出典：「農林業センサス結果」（農林水産省）を加工して作成 

 

 

出典：「農林業センサス結果」（農林水産省）を加工して作成 
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２ 主副業別販売農家数 

本市では 10 年前と比較し、「準主業農家」が大きく減少し、「副業的農家」の割

合が 5 割を超えています。 

 

 

出典：「農林業センサス結果」（農林水産省）を加工して作成 

 

【用語解説】 

・販売農家 

経営耕地面積が 30ａ以上又は調査期日前 1 年間における農産物販売金額が 50 万円以上の

農家。 

・主業農家 

 農業所得が主（農家所得の 50％以上が農業所得）で、1 年間に 60 日以上自営農業に従事

している 65 歳未満の世帯員がいる農家。 

・準主業農家 

 農外所得が主（農家所得の 50％未満が農業所得）で、1 年間に 60 日以上自営農業に従事

している 65 歳未満の世帯員がいる農家。 

・副業的農家 

 1 年間に 60 日以上自営農業に従事している 65 歳未満の世帯員がいない農家（主業農家及

び準主業農家以外の農家）。 
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３ 経営耕地面積 

2010（H22）年からは、水田、畑、樹園地とも減少傾向にあります。 

割合的には、畑が△19.2％、樹園地△13.7％、水田△5.4％となっており、畑の割

合が大きく減少しています。 

 

 

出典：「農林業センサス結果」（農林水産省）を加工して作成 
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４ 認定農業者 

農業の中心的な担い手である農業経営改善計画の認定を受けた農業者（以下「認

定農業者」という。）は 2018（H30）年度まで増加傾向にありましたが、2019（R 元）

年度から減少し始め、2024（R6）年度末現在で 291 人となっています。 

 

認定農業者の推移 

（単位：人） 

 

資料：農政課調べ 

 

５ 新規就農者 

2015（H27）年度から 2024（R6）年度の 10 年間で、農業の将来の担い手となるＵ

ターン就農者や新規参入者等の新規就農者数は、47 人となっています。 

新規就農者数は、東日本大震災以降毎年 1 人～4 人で推移していましたが、2018

（H30）年度以降は増加傾向となっています。 

 

新規就農者数の推移 

（単位：人） 

 

資料：農政課調べ 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(H26) (H27) (H28) (H29) (H30) (R元) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6)

人数 324 360 373 375 379 352 342 333 331 328 291

前年比 36 13 2 4 △ 27 △ 10 △ 9 △ 2 △ 3 △ 37

年度

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(H26) (H27) (H28) (H29) (H30) (R元) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6)

新規学卒

Ｕターン 1 2 4 2 4 6 1 4 2 5 2

新規参入 3 2 3 6 1

合計 1 2 4 2 7 6 3 4 5 11 3

年度
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第３章 基本計画のビジョン 

第１節 基本目標 

農業及び農村を取り巻く環境は、国際情勢の不安定化や気候変動による異常気象

の頻発化などに加え、農業者の減少や高齢化、遊休農地の増加など、深刻な問題が

顕在化してきています。 

2012（H24）年度に策定した「須賀川市食料・農業・農村基本計画」（以下、「前基

本計画」という。）では、本市の安全で安心な食料の確保と安定的な供給、農業及び

農村の持続的な発展を具現化するためには、農業者自らの努力はもとより、市民一

人ひとりが、農業及び農村における豊富な地域資源や「ふるさと須賀川」に対する

愛着などの価値観の『共有』、農業者同士、農業者と消費者など、それぞれの立場の

意見を交換して結びつくことで得られる『共感』、職種や立場が異なっていても共

に認めあって支え合う『共生』を図りながら、それぞれが主体的に役割を担うこと

が必要であるという理念のもと、各農業施策に取り組み、本市農業の振興を図って

きました。 

そこで、本計画でも、前基本計画の理念を継承することとし、基本目標として 

 

「共有、共感、共生が育む 魅力ある食料・農業・農村」 

 

を掲げます。 

基本目標のもと、農業を本市の基幹産業として育み、魅力ある農村を次代に引き

継ぐことを実現するために「食料」「農業」「農村」を３つの柱として、以下の基本

方針を設定します。 
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第２節 基本方針 

１ 食料 

「食への理解と食料システムの確立」 

安全・安心な農産物の生産と農産物のブランド化や６次産業化をはじめとした

販路の拡大を図るとともに、地元農産物と地産地消の重要性について理解を深め

る取り組みを推進します。 

また、農業者、食品事業者、消費者等、食料の生産から消費に至る各段階の関

係者が連携し、市民一人ひとりがいつでも十分な量の安全・安心な農産物を入手

できるよう食料安全保障の確保を図ります。 

 

２ 農業 

「持続可能な農業構造の構築」 

地域計画に位置付けられている担い手や農業法人等の多様な担い手の育成・確

保や優良農地の確保、農業生産基盤等の整備による農作業の省力化や経営の効率

化に取り組み、持続可能な農業構造の構築を図ります。 

また、収入保険制度への加入や気候変動に適応するための取り組みを推進する

とともに、既存の地域特産物の育成や付加価値による所得の向上、国や県・市が

実施する各種支援制度の活用による収益の確保を図るなど、農業経営の安定化に

努めます。 

 

３ 農村 

「多面的機能の保全と農村の活性化」 

美しい景観の形成、水源のかん養、洪水被害の軽減などの多面的機能を確保す

るとともに、農村の活性化を図ります。 

環境保全型農業など、環境と調和のとれた農業に取り組みながら、農村の農産

物供給機能を維持します。 

また、近年、激甚化・頻発化する自然災害に対し、ため池の防災工事などに取

り組み、被害を最小限に抑えつつ、早期に営農再開できる体制づくりに努めます。 
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第４章 食料・農業・農村の振興施策 

第１節 施策の体系 

 ③マニュアルの見直し及び更新

持続可能な
農業構造の構築

(3)災害対策 ①農業用施設の災害対策

②農産物に対する災害対策

③鳥獣被害対策の推進

④森林環境への理解の醸成

(2)農林環境の保全と農村活性化 ①多面的機能の発揮

②中山間地域等の振興

多面的機能の保全と
農村の活性化

②環境保全型農業の推進

③有機栽培・特別栽培の推進

②農業生産性の向上

農村 (1)環境と調和のとれた農業の推進 ①みどり認定の推進

③地域計画の推進

(5)農産物の生産振興 ①地域特産物の育成

(4)農地の確保と遊休農地の解消 ①農地の確保

②遊休農地の発生防止と再生利用

(3)農業インフラの整備・保全 ①農業生産基盤の整備

②農林業施設の保全管理と長寿命化の推進

(2)農業経営の安定確保 ①農業保険制度への加入促進

②気候変動に適応するための取り組みの推進

②地域農業の核となる担い手の確保・育成

②食育の推進

農業 (1)多様な担い手の確保・育成 ①新規就農者の確保・育成

③６次産業化の推進

(3)地産地消と食育の推進 ①地産地消の推進

②農産物のブランド化推進

食への理解と
食料システムの確立

②ＧＡＰの推進

(2)多様な販路の拡大 ①農産物のＰＲ

食料 (1)安全・安心な農産物の供給 ①農薬の適正使用の推進

基本方針 施策 施策項目
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第２節 具体的な施策 

１ 食料 

 「食への理解と食料システムの確立」 

（１）安全・安心な農産物の供給 
   

【課題】 

食の安全・安心に対する関心や期待が高まる中、農薬の適正使用はもとより、ＧＡＰ（農

業生産工程管理）など、農産物の安全性の確保と消費者の信頼の確保に対する取り組みが

必要となっています。 
 

【目指す姿】 

食品安全に配慮した生産により、農産物の安全と消費者等からの信頼が確保されています。 
 

【主な取り組み】 

①農薬の適正使用の推進 

・農薬の適正使用により農産物の安全性を確保するため、関係機関が実施する研修会や

講習会への支援を図ります。 

②ＧＡＰの推進 

・食品の安全性向上、環境の保全、労働安全の確保などを図るため、生産工程を管理す

るＧＡＰの認証取得を関係機関と連携して推進します。 
 

【施策指標】 

指標名 現状値（R6） 目標値（R14） 

農薬の適正使用に関する周知啓発 ○ ○ 

ＧＡＰ認証取得者数 8 件 15 件 

 

【用語解説】 

・ＧＡＰ（Good Agricultural Practices：農業生産工程管理） 

農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善

活動のこと。 
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（２）多様な販路の拡大 
   

【課題】 

本市産農作物の消費拡大を図るため、消費者に対して本市産農産物の魅力を効果的に伝え

るとともに、農産物の付加価値を高め、販路を拡大するための取り組みが必要となってい

ます。 
 

【目指す姿】 

本市産農産物が市内外において広く認知され、安定した需要と収益を生み出しています。 
 

【主な取り組み】 

①農産物のＰＲ 

・トップセールスや物販イベントへの参加を通じて、本市産農産物の販売促進活動に積

極的に取り組み、消費者に対して産地の知名度と認知度の向上を図り、販路拡大を推

進します。 

・ふるさと納税返礼品に農産物等を活用し、本市産農産物の魅力を発信します。 

②農産物のブランド化推進 

・他産地との差別化と農産物の高付加価値化により多様な販路を確保するため、地域特

性を生かした農産物のブランド化を推進します。 

・農産物認証制度の取得を推進し、地域産品の評価、知名度向上を図ります。 

③６次産業化の推進 

・６次産業化などの農産物の付加価値を高める取り組みを、国や県などの各種支援制度

を利用しながら推進します。 
 

【施策指標】 

指標名 現状値（R6） 目標値（R14） 

物販イベント参加数 2 回 3 回 

ふるさと納税返礼品提供農家数 27 経営体 50 経営体 

農産物ブランド化推進事業利用件数 9 件 10 件 

６次産業化商品数 16 個 23 個 

 

【用語解説】 

・６次産業化 

１次産業としての農業と、２次産業としての製造業、３次産業としての小売業等の事業と

の総合的かつ一体的な推進を図り、新たな付加価値を生み出す取り組み。 
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（３）地産地消と食育の推進 
   

【課題】 

食育などの取り組みを通じて、地元消費者の農業や本市産農産物に対する理解を深め、本

市産農産物の消費拡大を図る必要があります。 
 

【目指す姿】 

地元消費者の農業や本市産農産物に対する関心が高まり、地元での本市産農産物の消費拡

大が図られています。 
 

【主な取り組み】 

①地産地消の推進 

・地元消費者が地元食材等の魅力に触れる機会を創出することで、本市産農産物の地元

消費を推進します 

②食育の推進 

・地域の食文化や農業への理解を深めるため、食育の取り組みを推進します。 
 

【施策指標】 

指標名 現状値（R6） 目標値（R14） 

学校給食における地元農産物使用率 50 ％ 55 ％ 

食育に関する講座数 5 件 6 件 

 

【用語解説】 

・地産地消 

地域で生産されたものを、その地域で消費すること。 

・食育 

生きる上での基本であって、様々な経験を通じて「食」に関する知識と、「食」を選択する

力を身に付け、健全な食生活を実践することができる力を育むこと。 
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２ 農業 

「持続可能な農業構造の構築」 

（１）多様な担い手の確保・育成 
   

【課題】 

人口減少や高齢化により、本市農業者が減少していることから、新規就農者や農業法人な

どの多様な担い手を確保・育成することが重要となっています。 
 

【目指す姿】 

多様な担い手が意欲と能力を持って農業経営に参画し、農業の持続的な発展が図られてい

ます。 
 

【主な取り組み】 

①新規就農者の確保・育成 

・新規就農希望者の円滑な就農のため、関係機関等と連携した就農相談を実施するとと

もに、研修事業を支援します。 

・就農初期に必要な資金については、国の経営開始資金や経営発展支援事業、市独自の

貸付制度により支援します。 

②地域農業の核となる担い手の確保・育成 

・地域の担い手が地域計画に位置付けられるよう、関係機関等と連携して誘導するとと

もに、担い手への農地の集積・集約化を促進します。 

・法人化を目指す農業者等に対しては、関係機関等と連携しながら、指導・助言を行い、

地域及び営農の実態等に応じた農業法人設立への取り組みを支援します。 

・関係機関等と連携を図りながら、企業の農業参入を推進します。 
 

【施策指標】 

指標名 現状値（R6） 目標値（R14） 

新規就農者数（計画期間累計） － 28 経営体 

地域計画に位置付けられている担い手数 2,402 経営体 2,400 経営体 

農業法人数 40 経営体 47 経営体 

 

【用語解説】 

・地域計画 

将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね 10 年後を見据え、誰がどのように農地を

使って農業を進めていくのかを地域の話合いに基づき策定する計画。 
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（２）農業経営の安定確保 
   

【課題】 

頻発する自然災害や気候変動による異常気象等によって、農業収入が減少するリスクが高

まっていることから、農業収入を安定的に確保するための取り組みが必要となっています。 
 

【目指す姿】 

農業者が将来にわたって安心して農業経営に取り組めています。 
 

【主な取り組み】 

①農業保険制度への加入促進 

・災害や新たな感染症などの影響により収入が減少するリスクに備え、農業保険制度の

目的や仕組みの周知に努め、収入保険や農業共済等への加入を促進します。 

②気候変動に適応するための取り組みの推進 

・農作業安全や熱中症対策の徹底等の啓発に取り組み、農業経営の安定化を図ります。 

・地球温暖化の進行により、高温障害などの気候変動の影響に対応し、農業生産を安定

させていくために、高温耐性のある品種の導入を関係機関と連携して支援します。 
 

【施策指標】 

指標名 現状値（R6） 目標値（R14） 

収入保険加入者数 217 経営体 300 経営体 

農作業安全に関する啓発 ○ ○ 

 

【用語解説】 

・収入保険制度 

自然災害や価格の低下などで農業所得が減少した場合に、その減収分の一部を補償する制

度。 
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（３）農業インフラの整備・保全 
   

【課題】 

本市は、小規模で未整備の水田等がまだ多く、更なる収益性の向上を図るため、生産基盤

の整備が必要となっています。また、多くの農林業施設では老朽化が進行しています。 
 

【目指す姿】 

誰もが農業に取り組みやすい環境を整え、次世代につながる強い農業生産基盤が整ってい

ます。 
 

【主な取り組み】 

①農業生産基盤の整備 

・農地中間管理機構等との連携を図りつつ、農地の大区画化や農道、水路等の基盤整備

について推進します。 

②農林業施設の保全管理と長寿命化の推進 

・農林業施設の適正な維持管理を実施し、施設の長寿命化を図ります。 

・町内会・行政区などが行う農林業施設の維持補修に対して、原材料を支給するなど、

自主的な整備や維持管理を支援します。 
 

【施策指標】 

指標名 現状値（R6） 目標値（R14） 

ほ場整備事業整備率 50.8 ％ 50.8 ％ 

農林業施設の修繕件数 47 件 40 件 

 

【用語解説】 

・農地中間管理機構 

所有者等から農地を借受け、担い手に貸付を行い、農地の集積・集約化を進める組織。 
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（４）農地の確保と遊休農地の解消 
   

【課題】 

人口減少や高齢化による農業者の減少や遊休農地の拡大が進み、地域の農地が有効に利用

されなくなることが懸念される中、農地の有効利用につながるよう、農地の集約化等の取

り組みを加速化する必要があります。 
 

【目指す姿】 

地域の担い手によって農地が有効に利用されています。 
 

【主な取り組み】 

①農地の確保 

・食料の安定供給のため、農業振興地域制度を適切に運用し、農業生産に必要な農地を

確保します。 

②遊休農地の発生防止と再生利用 

・地域計画の実現のための地域の話合いによる農地の集積等を通して、遊休農地の発生

防止や再生利用を図る取り組みを推進します。 

・遊休農地の発生防止のため、遊休農地対策事業を支援します。 

③地域計画の推進 

・地域計画の実現に向けて、農地中間管理事業の活用等により、担い手への農地の集積・

集約化や経営の規模拡大を推進します。 
 

【施策指標】 

指標名 現状値（R6） 目標値（R14） 

耕地面積 6,960 ha 6,960 ha 

遊休農地面積 447 ha 412 ha 

地域計画に位置付けられている担い手への農地

集積率 
48.5 ％ 50.0 ％ 

  

18



（５）農産物の生産振興 
   

【課題】 

担い手の減少や高齢化により、労働力不足が進む中、農産物の生産振興を図っていくため

には、地域特産物の育成や農業生産性の向上を図っていく必要があります。 
 

【目指す姿】 

産地の育成強化や農作業の省力化により、安定的かつ持続可能な農産物の供給が図られて

います。 
 

【主な取り組み】 

①地域特産物の育成 

・地域特産物の品質向上と収量の安定を図りながら、産地の育成に努めます。 

②農業生産性の向上 

・スマート農業技術の活用による農作業の省力化や効率化、園芸作物の施設化など、農

業生産性の向上に資する機械設備等の導入を支援します。 
 

【施策指標】 

指標名 現状値（R6） 目標値（R14） 

米の生産面積 4,738 ha 4,740 ha 

キュウリの出荷量 5,040 t 5,200 t 

ナシの出荷量 846 t 850 t 

補助事業を活用した機械設備等の導入件数 5 件 6 件 

 

【用語解説】 

・スマート農業 

ロボットトラクターなどによる作業の自動化、ＩＣＴ活用による作業記録のデジタル化・

情報共有の簡易化など、ロボット、ＡＩ、ＩＣＴなど先端技術を活用して省力化や高品質

生産を実現する新しい農業のこと。 
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３ 農村 

 「多面的機能の保全と農村の活性化」 

（１）環境と調和のとれた農業の推進 
   

【課題】 

農業の持続的な発展や食料の安定供給の確保を図るため、環境負荷の低減に取り組む必要

があります。 
 

【目指す姿】 

環境と調和のとれた地域農業の実践により、持続可能な農業生産と豊かな自然環境の保全

が図られています。 
 

【主な取り組み】 

①みどり認定の推進 

・環境保全に配慮した農業経営を実践する農業者のみどり認定取得を促進し、環境と調

和した地域農業の発展を図ります。 

②環境保全型農業の推進 

・農業生産に由来する環境負荷を低減する取り組みと併せて行う地球温暖化防止や生物

多様性保全等に効果の高い農業生産活動を、環境保全型農業直接支払制度により支援

します。 

③有機栽培・特別栽培の推進 

・環境と調和のとれた農業を実現するため、有機栽培や特別栽培などの環境負荷を低減

する取り組みを支援します。 
 

【施策指標】 

指標名 現状値（R6） 目標値（R14） 

みどり認定取得者数 3 経営体 10 経営体 

環境保全型農業直接支払交付金制度取組面積 14.5 ha 16.0 ha 

有機栽培米・特別栽培米取組面積 159 ha 165 ha 

 

【用語解説】 

・みどり認定 

「みどりの食料システム法」に基づき、環境にやさしい農業に取り組む生産者を都道府県

知事が認定する制度。 
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・有機栽培 

農地の自然循環機能の維持増進を図り、化学的に合成された肥料及び農薬に頼らずに栽培

すること。 

・特別栽培 

地域の慣行レベル（各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況）

に比べて、節減対象農薬の使用回数が 50％以下、化学肥料の窒素成分量が 50％以下、で栽

培すること。 
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（２）農林環境の保全と農村活性化 
   

【課題】 

農村では、農業従事者の減少や集落機能の低下が深刻化しており、地域の共同活動によっ

て支えられてきた多面的機能の発揮に向けた取り組みに支障が生じつつあるため、農業者

のみならず多様な人材の参画により地域を支えていく必要があります。また、鳥獣による

被害が深刻化しており、地域の実情に応じた対策が求められています。 
 

【目指す姿】 

農村が有する多面的機能を維持・発揮させるため、地域ぐるみで行う共同活動の取り組み

が継続されています。 
 

【主な取り組み】 

①多面的機能の発揮 

・多様な生態系の保全、美しい景観の形成、水源のかん養、洪水被害の軽減などの多面

的機能を確保するため、農村におけるコミュニティ機能維持、地域づくり活動への支

援を行います。 

・地域農業者や地域住民が参画する農村環境の保全活動を通じて、農地や農業用水など

の農村環境の保全を図るため、多面的機能支払交付金制度の運用を推進します。 

②中山間地域等の振興 

・遊休農地の増加が懸念される中山間地域において、営農活動を続けながら多面的機能

の確保、農村環境の保全を図るため、中山間地域等直接支払制度の運用を推進します。 

③鳥獣被害対策の推進 

・鳥獣による農作物等の被害を防止するため、鳥獣被害対策実施隊員の確保や捕獲機材

の導入・充実を図り、地域に即した鳥獣被害の防止対策を講じます。 

④森林環境への理解の醸成 

・森林が持つ水源のかん養や自然災害の被害軽減などの多面的機能について理解と関心

を深めるため、森林環境学習を関係機関等と連携し推進します。 
 

【施策指標】 

指標名 現状値（R6） 目標値（R14） 

多面的機能支払交付金制度取組面積 4,039 ha 4,200 ha 

中山間地域等直接支払制度取組面積 200.2 ha 210.0 ha 

鳥獣被害対策実施隊員数 82 人 85 人 

森林環境学習実施件数 14 件 16 件 
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【用語解説】 

・多面的機能支払交付金制度 

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための、農地法面の草刈りや水路の泥

上げ、水路・農道等の維持・補修等の共同活動を支援する制度。 

・中山間地域等直接支払制度 

生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していく

ための取り決め（協定）を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応

じて一定額を交付する制度。 
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（３）災害対策 
   

【課題】 

近年、自然災害が激甚化・頻発化する中で、農業用施設や農作物に対する被害を最小化し、

迅速な営農再開を目指すために、ハードとソフトが一体となった対策を講じる必要があり

ます。 
 

【目指す姿】 

ハードとソフトが一体となった総合的な農業災害対策により、安心して農業に専念できる

環境が構築されています。 
 

【主な取り組み】 

①農業用施設の災害対策 

・防災重点農業用ため池の改修・補修等のハード対策と、ハザードマップの作成や地域

住民への啓発活動等のソフト対策を適切に組み合わせた防災・減災対策に努めます。 

②農産物に対する災害対策 

・農産物の生育に影響を与える気象情報を発信し、注意喚起を図ります。 

③マニュアルの見直し及び更新 

・被害状況の把握や応急復旧等の初動対応を迅速に行うため、各種関連マニュアルを必

要に応じ適宜見直し・更新します。 
 

【施策指標】 

指標名 現状値（R6） 目標値（R14） 

決壊被害想定ため池数 74 箇所 71 箇所 

防災行政無線等による注意喚起 ○ ○ 

マニュアルの見直し及び更新の実施 ○ ○ 
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第５章 推進体制､役割､進行管理 

第１節 計画の推進体制 

この計画を実現するために、農業者や農業団体はもとより、市民や事業者など

様々な主体の連携・協力により、食料、農業及び農村の振興を図るための各施策を

計画的に推進します。 

 

第２節 計画を推進するための農業者をはじめとする関係者の役割 

１ 農業者の役割 

農業者は、農産物の生産を通じて、安全で安心な食料の供給、農村における地域

コミュニティづくりの主体であることから、食料の安定的な供給、持続可能な農業

経営の確立、農村環境の保全など、農業及び農村の振興に主体的に取り組むことを

期待します。 

２ 農業団体の役割 

農業団体は、市や関係機関との連携を図りながら、農業及び農村の振興に主体的

な役割を果たすことを期待します。 

また、農業者への営農指導の強化を図り、安全で安心な農産物生産の確立と流通

体制の整備を図るとともに、担い手や後継者の育成に対する地域実情に即した取り

組みを期待します。 

３ 市民の役割 

市民は、農業及び農村が市民生活に果たしている役割についての理解を深めると

ともに、地元で生産された農産物への理解と積極的な消費に努め、農業及び農村の

振興に対し積極的に協力することを期待します。 

４ 事業者の役割 

事業者は、その事業活動において、地域で生産された農産物を積極的に使用し、

地元農産物の消費拡大に努めるとともに、安全で安心な食品を消費者に安定的に供

給することにより、農業及び農村の振興に積極的に協力することを期待します。 

５ 市の役割 

市は、食料、農業及び農村の目指すべき姿の実現に向け、国、県、農業団体、事

業者、関係部署等と連携を図るとともに、農業者と市民の相互理解の促進を図りな

がら、基本的な施策を策定のうえ計画的に推進し、持続的に発展する農業の確立と
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豊かな住みよい農村の実現に努めます。 

 

第３節 計画の進行管理 

本計画を着実に推進するため、毎年度、施策の結果及び効果を検証し、効果的か

つ効率的な事業展開を図ります。 
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参考資料 

須賀川市食料・農業・農村基本条例 

平成 23 年３月 24 日条例第８号 

須賀川市食料・農業・農村基本条例 

須賀川市の農業は、西の那須連邦と東の阿武隈山地の懐に抱かれ、阿武隈川や釈迦

堂川などにより形成された肥沃な大地を中心に、恵まれた自然環境と地域特性を生か

しながら、先人たちの英知と累々と積み重ねてきた努力のもと、多種多様な農産物が

生産され、これまで安全で安心な食料の確保と安定的な供給を通して、市民生活の向

上と地域社会の発展に大きな役割を果たしてきた。 

また、農業及び農村は、心に潤いを与える美しい景観の形成、水源のかん養、洪水

の防止などの多面的機能を有し、その恩恵を全ての市民が広く享受しており、私たち

の社会生活を支える貴重な共有財産である。 

しかしながら、農業及び農村を取り巻く環境は、農産物の輸入自由化、食料の消費

に関する構造の変化、農業者の減少や高齢化、耕作放棄地の増加など大きく変化して

いる。 

このような状況の下で、本市の農業及び農村の持続的な発展を具現化するためには、

農業者自らの努力はもとより、市民一人ひとりが、農業及び農村に対する理解と知識

を深め、認識を広く共有するとともに、それぞれの役割を主体的に担っていく必要が

ある。 

このような考え方に立ち、農業を本市の基幹産業として育み、魅力ある農村を次代

に引き継ぐため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、食料、農業及び農村の在り方についての基本理念を定め、並び

に市、農業者、農業団体、市民及び事業者の責務等を明らかにするとともに、食料、

農業及び農村に関する基本的な施策等を定めることにより、持続的に発展する農業

の確立及び豊かな住みよい地域社会の実現に貢献することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 農業者 市内で自ら農業を営む個人、団体及び法人をいう。 
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(２) 農業団体 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区その他の農業関係団体

をいう。 

(３) 市民 市内に住所又は土地を有する者及び市内に勤務又は通学をする者を

いう。 

(４) 事業者 市内で食品産業に関連する事業活動を行う法人及びその他の団体

をいう。 

（基本理念） 

第３条 食料は、人の生命の維持に欠くことのできないものであることから、食の重

要性に対する理解の促進及び地域特有の食文化の継承を図り、地域で生産される農

産物が地域内で流通及び消費され、将来にわたって安全で安心な食料が安定的に供

給されなければならない。 

２ 農業は、農産物の供給機能及び国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の

多面的機能（以下「多面的機能」という。）の重要性に考慮し、必要な農地、農業用

水その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、地域の特性に応じた効率的かつ

安定的な農業が確立されるとともに、自然環境と調和した持続的な発展が図られな

ければならない。 

３ 農村は、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることから、農業の生

産条件の整備及び生活環境の整備を積極的に推進し、その振興及び活性化を図るこ

とにより、農産物の供給機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されなければな

らない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念を実現するため、食料、農業及び農村に関す

る総合的な施策を策定し、推進しなければならない。 

２ 市は、国、県、農業者及び農業団体と連携し、前項の施策の実施に取り組むよう

努めなければならない。 

（農業者及び農業団体の責務） 

第５条 農業者及び農業団体は、安全で安心な食料の安定的な供給及び農村における

コミュニティづくりの主体であることを認識し、基本理念の実現に主体的に取り組

むように努めるものとする。 

（市民の役割） 

第６条 市民は、農業及び農村が市民生活に果たしている役割についての理解を深め

るとともに、地域で生産された農産物の積極的な消費に努め、農業及び農村の持続

28



的発展に協力するものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、その事業活動において、地域で生産された農産物を積極的に使用

及び活用し、普及促進に努めるとともに、安全で安心な食品を消費者に安定的に供

給することにより、農業及び農村の持続的発展に協力するものとする。 

（基本的な施策） 

第８条 市は、第３条に規定する基本理念を実現するため、次に掲げる事項を基本的

な施策として、施策相互の連携を図りつつ推進しなければならない。 

(１) 安全で安心な農産物の確保及び安定的な供給に必要な施策 

(２) 健全な食生活への理解促進及び地域特有の食文化の継承に必要な施策 

(３) 農業及び農村に関する情報の発信並びに生産者及び消費者の交流の促進に

必要な施策 

(４) 農業の生産基盤の整備並びに優良農地の確保及び活用に必要な施策 

(５) 効率的かつ安定的な農業経営体を目指した多様な担い手の育成及び確保に

必要な施策 

(６) 需要に即した収益性の高い農業経営及び競争力のある産地の育成に必要な

施策 

(７) 地域で生産される農産物の流通及び消費の促進に必要な施策 

(８) 産学官共同による農業関連技術の研究開発及び製品化の促進に必要な施策 

(９) 環境保全型農業の推進に必要な施策 

(10) 農業及び農村が有する多面的機能を発揮するための環境整備の推進に必要

な施策 

（食料・農業・農村基本計画） 

第９条 市長は、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、須賀川市食料・農業・農村基本計画（以下「基本計画」という。）を策定しなけ

ればならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針 

(２) 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

(３) その他市長が必要と認める事項 

３ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、広く市民の意見が反映されるよう十

分配慮するとともに、第 11 条に規定する須賀川市食料・農業・農村審議会の意見
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を聴かなければならない。 

４ 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく公表しなければならない。 

５ 市長は、食料、農業及び農村をめぐる情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ基本計

画を見直すものとする。 

６ 第３項及び第４項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（実施状況の公表） 

第 10 条 市長は、基本計画に基づく施策の実施状況をとりまとめ、毎年公表するも

のとする。 

（食料・農業・農村審議会） 

第 11 条 食料、農業及び農村に関する事項について調査審議するため、須賀川市食

料・農業・農村審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ調査審議するほか、食料、農業及び農村に関し市長

に意見を述べることができる。 

（委任） 

第 12 条 前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が規則

で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 23 年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 41 年須賀

川市条例第 23 号）の一部を次のように改正する。 

別表介護保険運営協議会の委員の項の次に次のように加える。 

食料・農業・農村審議会の委員 〃      7,000 円 〃 
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須賀川市食料・農業・農村審議会規則 

平成 24 年６月 22 日規則第 17 号 

須賀川市食料・農業・農村審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、須賀川市食料・農業・農村基本条例（平成 23 年須賀川市条例

第８号）第 12 条の規定に基づき、須賀川市食料・農業・農村審議会（以下「審議

会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員 15 人以内をもって組織する。 

（委員） 

第３条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 農業者 

(３) 農業団体を代表する者 

(４) 消費者団体を代表する者 

(５) 事業者団体を代表する者 

(６) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。 

３ 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

（部会） 
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第６条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置く。 

４ 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選により選任する。 

５ 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（専門委員） 

第７条 審議会及び部会（以下「審議会等」という）において、専門の事項を調査さ

せるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、市長が委嘱する。 

３ 専門委員は、審議会等において意見を述べることができる。 

４ 専門委員の任期は、当該専門事項に関する調査が終了するまでの間とする。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、経済環境部農政課において処理する。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月 27 日規則第 12 号） 

（施行期日） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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須賀川市食料・農業・農村審議会委員名簿 

 

No. 区分 団体 役職 氏名 備考 

1 
農業団体 

代表 
夢みなみ農業協同組合 

代表理事 

組合長 
丸山 重一 会長 

2 
農業団体 

代表 
須賀川市農業委員会 会長 和田 博文 副会長 

3 
農業団体 

代表 
須賀川市土地改良区 理事長 矢 吹  盛  

4 
農業団体 

代表 
須賀川市認定農業者会 会長 影 山  孝  

5 
農業団体 

代表 
ふくしま中央森林組合 

代表理事 

組合長 
水野 郁夫  

6 
農業団体 

代表 
(公財）須賀川市農業公社 常務理事 小針 武夫  

7 
消費者団体

代表 
須賀川市食生活改善推進員会 会長 佐藤 良子  

8 
事業団体 

代表 
須賀川商工会議所 会頭 菊地 大介  

9 学識経験者 
福島県県中農林事務所 

須賀川農業普及所 
所長 橋本 伝示  

10 学識経験者 国立大学法人 福島大学 准教授 則藤 孝志  

11 農業者代表 ― ― 髙橋 純一  

12 農業者代表 ― ― 小抜 仙栄  

13 農業者代表 ― ― 安藤 丈裕  

14 公募委員 ― ― 設楽 哲也  

15 公募委員 ― ― 関根 愛帆  

 

○任期（2年）  令和 7年 9月 18 日～令和 9年 9月 17 日 
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